
３０．画面を下へスクロールしてください。

申告書入力画面

３７



３８

３１．「(4)常時使用労働者数」
「(5)雇用保険被保険者数」
 の前年度情報を自動入力する場合は、
「入力支援」ボタンをクリックしてください。
※直接入力する場合で、対象の労働者が
いない時は、必ず「０」を入力してくだ
さい。

申告書入力画面（入力支援）



３９

３２．設定してよろしければ
 「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。



申告書入力画面（項目説明）

４０

前年度情報が入力されますのでご確認ください。



４１

各項目の先頭番号をクリックしていただくと、
各項目の説明文が表示されます。



４２

各項目の説明文が表示されます。



４３

申告書入力画面（納付回数の設定）

３３．入力が終了しましたら、
「チェックボックス」にチェックを
  入れてください。

社会保険労務士の方が提出代行を行う場合は、
こちらの項目にも入力をお願いします。



４４

３４．このメッセージが表示されましたら、
「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。

※ 入力した内容に間違いがある場合、エラーメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従い、入力内容を修正してください。

 （修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れてください。）



４５

３５．「（１７）延納の申請」の納付回数が入力されて
いない場合は、このメッセージが表示されます。
納付回数が１回でよろしければ「ＯＫ」ボタンをク
リックしてください。
延納を希望する場合は、「キャンセル」ボタン

をクリックし、「（１７）延納の申請」の納付回数
に３回と入力してください。

（延納要件：労働保険料の申告・納付｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) ）

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


４６

納付回数が１回で設定されます。



４７

申告書入力画面（充当額の自動計算）

３６．手順３５で納付回数を設定された方については、
  再度「チェックボックス」にチェックを入れてください。



４８

３７．申告済概算保険料額が確定保険料額より大きい場合、このメッセージが表示されます。
全額当年度概算保険料への充当を希望される場合は、何も入力しないで「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。
還付を希望される場合は、ご希望の還付額を入力してから「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。
還付額の上限については「 ～円まで可能です」と表示されます。）

例： 本マニュアルの申請の場合、409円について充当と還付を選択可能になっています。
 還付額に0円と入力した場合、全額充当されます。



４９

「（20）差引額」に充当額と還付額が入力されますので
ご確認ください。



申告書入力画面（添付書類の選択）

※年度更新申告に添付可能なファイル形式は、ＰＤＦのみです。
添付枚数が多くなるにしたがって処理時間が長くなり、タイムアウトとなる場合があります。
添付するファイルの容量は最大でも19MB程度に収まるよう調整してください。
なお、労働保険事務組合の年度更新申告手続については、CSVファイルも添付可能です。

３８．添付書類がある場合、「書類を添付」ボタンをクリックしてください。
 （添付書類がない場合は、Ｐ５８へ進んでください。）

５０



３９．以下の手順で設定してください。
 ①チェックボックスにチェックを入れる。
 ②「添付」を選択する。
 ③「参照」ボタンをクリックする。

５１



５２

４０．添付するＰＤＦファイルを選択し、
「開く」ボタンをクリックしてください。



４１．添付する書類名を入力してください。
（書類名は全角文字で入力してください。）

５３



５４

４２．添付書類が複数ある場合、
「追加」ボタンをクリックしてください。
（追加する添付書類がない場合はＰ５６へ進んでください。）



５５

４３．添付書類を添付する入力項目が追加されます。



４４．添付書類の設定後、「添付」ボタンを
クリックしてください。

５６



４５．添付書類が表示されていることを確認します。

５７



申告書入力画面（提出先選択）

４６．「提出先を選択」ボタンをクリックしてください。

５８



５９

４７．「大分類」のプルダウンをクリックして
  提出先を選択してください。

４８．提出先の選択後、
「設定」ボタンをクリックしてください。

※ 年度更新申告については、提出先として管轄の労働局を指定してください。
（中分類以下は空欄のままで構いません。）



４９．提出先が表示されていることを確認します。

６０



申告書入力画面（入力チェック）

５０．「内容を確認」ボタンをクリックしてください。

６１

※ 実在する日付が入力されていない等エラーがある場合、画面上部にエラーメッセージが表示されます。
表示されたメッセージに従い入力内容を修正してください。

 （修正後、再度「チェックボックス」にチェックを入れ、「内容を確認」ボタンをクリックしてください。）



６２

５１．「設定」ボタンを
クリックしてください。

申告書入力画面（署名添付）

（※）ＧビズIDプライム及びメンバーアカウントによるログイン時には表示されない画面です。



６３

（※）GビズIDプライム及びメンバーアカウントによるログイン時には表示されない画面です。



６４

５２．「ＯＫ」ボタンを
   クリックしてください。

（※）GビズIDプライム及びメンバーアカウントによるログイン時には表示されない画面です。



５３．画面を下へスクロールしてください。

６５



「行政手数料等」と記載しておりますが、電子申請に手数料はかかりません。
※電子納付される場合、ご利用になるインターネットバンキング・ＡＴＭ等で手数料が発生する
場合がありますので、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。

54.
※紙の納付書による納付を希望される場合または口座振替をご利用いただいている場合は「電
子納付以外」を選択して下さい。
紙の納付書を使って電子納付をすることもできますが、ｅ-Ｇｏｖ電子申請システムに納付状況は
反映されません。

※ 「電子納付」を選択された場合は、申告書を提出後、 e-Gov電子申請システムより、「保険
料の電子納付に関するお知らせ」が通知されます。
電子納付の具体的な方法については、URL「口座振替納付・電子納付｜労働保険の電子申

請に関する特設サイト｜厚生労働省  」をご覧ください。

６６

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/payment/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/payment/


６７

５６．「提出」ボタンをクリックしてください。

５５．電子納付を希望される場合は、実際に納付され
る方の振込者氏名をご入力ください。

法人の場合 → 法人名
個人事業の場合 → 代表者名
社会保険労務士による提出代行の場合

→提出代行（申請）に係る事業（労働保険番号）の法人名または
代表者名



５７．画面を下へスクロールしてください。

６８



５８．「マイページトップへ」ボタンをクリックしてください。
以上で申請手続は終了となります。

６９
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